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帝
案
第
二
十
号

三
朝
町
農
業
共
済
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

(

次
の
と
お
り
三
朝
町
農
業
共
済
条
例
の
1
　
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
立
て
'
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
六
十
七
号
)
　
第
九
十
六
条
窮
1
　
項
の
規
定
に
よ
り
､
本
盛
会
の
頑
決
を
求
め
る
｡

昭
和
六
十
年
三
月
十
一
日
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三
朝
町
条
例
第

号

.I

三
朝
町
農
業
共
済
条
例
の
1
　
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
農
業
共
済
条
例
(
昭
和
三
十
九
年
三
朝
町
条
例
第
十
一
号
)
の
1
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
二
十
九
条
第
三
項
中
｢
二
番
目
に
高
額
の
も
の
(
該
当
す
る
金
額
が
な
い
と
き
は
最
低
額
の
金
敷
)
｣

を
｢
の
最
高
額
の
金
額
｣
　
に
改
め
る
｡

附

　

則

こ
の
粂
例
は
'
鳥
取
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
し
､
昭
和
六
十
年
産
の
水
稲
及
び
昭
和
六
十

一
年
産
の
麦
か
ら
適
用
す
る
｡
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